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２　歯科訪問診療において常時急性症状の発症時等に即応できる歯科訪問診
療の環境を整備する取組を評価するため、従来処置等を行った場合のみに
加算としていた周辺装置加算の評価の在り方を見直すとともに、歯科訪問
診療料の加算として、在宅患者等急性疾患対応加算を創設し、併せて歯科
訪問診療料に伴う初・再診料を廃止する。

（新）在宅患者等急性歯科疾患対応加算の創設

歯科医療の特性に配慮した安全で安心できる総合的歯科医
療環境の整備
第１　基本的な考え方
　歯科の外来診療においては、
　　①誤嚥等のおそれのある細小な根管治療器具等の歯科治療機材やインレ

ーやクラウン等の歯冠修復物が多用されていること、
　　②処置に伴い局所麻酔を行う事例が多いこと、
　　③高齢社会の進展等に伴い、全身状態の把握・管理が必要な患者に対す

る歯科診療の機会が増大していること、
　　④偶発症リスクを高める観血的な処置を行う機会も多いこと、
などの特性を有することを踏まえ、患者にとってより安全で安心できる歯科
医療の環境の整備を図る。
第２　具体的な内容
　歯科の特性に配慮した総合的な歯科医療環境の整備に向けた取組を評価す
るため、歯科初診料及び地域歯科診療支援病院歯科初診料の加算を創設す
る。

（新）歯科外来診療環境体制加算　○○○点（初診時１回）
［施設基準］
　１　所定の研修を修了した常勤の歯科医師が１名以上配置されていること

２　歯科衛生士が１名以上配置されていること
３　緊急時の初期対応が可能な医療機器（ＡＥＤ、酸素ボンベ及び酸素マス
ク、血圧計、パルスオキシメーター）を設置していること
４　診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療
機関との事前の連携体制が確保されていること
５　口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の
機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な感染症対策を講じている
こと
６　感染症患者に対する歯科診療について、ユニットの確保等を含めた診療
体制を常時確保していること
７　歯科ユニット毎に歯牙の切削や義歯の調整、歯の被せ物の調整時等に飛
散する細かな物質を吸収できるよう、歯科用吸引装置等を設置しているこ
と
８　歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行って
いること

先進医療保険導入（歯科）
第１　基本的な考え方
　医療の高度化等に対応する観点から、先進医療専門家会議における検討結
果を踏まえ、先進医療の保険導入を行う。
第２　具体的な内容
　歯科医療に係る先進医療13技術のうち、以下の３技術について保険導入を
行う。
１　歯周組織再生誘導法に係る技術料の新設

（新）歯周組織再生誘導手術（１歯につき）
　１　１次手術（吸収性膜又は非吸収性膜の固定を伴うもの）　○○○点
　２　２次手術（非吸収性膜の除去）　　　　　　　　　　　　○○○点
［施設基準］
　歯科又は歯科口腔外科の経験を５年以上有する歯科医師を１名以上配置し
ていること
［適応症］
　１　歯周病に罹患し、根分岐部病変を有する歯
　２　歯周病に罹患し、垂直性の骨欠損を有する歯

２　接着ブリッジによる欠損補綴に係る技術料の新設

（新）接着ブリッジ
［適応症］
　１　前歯部の１歯欠損症例に対するブリッジであって、かつ、前歯部に支
台歯を求めるものであること。

　２　ブリッジの支台となる歯が歯周疾患に罹患していない場合、若しく
は、罹患している場合であって、歯周基本治療等が終了し、歯周組織検
査により、動揺及び歯周組織の状態等から、支台歯としての機能を十分
維持し得るとの判断がなされたものであること。

３　レーザー応用によるう蝕除去に係る加算の新設

（新）う蝕歯無痛的窩洞形成加算（仮称）　○○○点
［施設基準］

現　行 改正案

【周辺装置加算】
１　エアタービン及びその周辺装置

２００点　
２　歯科用電気エンジン及びその周
辺装置　　　　　　　　　５０点
注　区分番号C000に掲げる歯科訪
問診療料を算定すべき患者又は著
しく歯科診療が困難な障害者に対
して歯科訪問診療を行った場合に
おいて、切削を伴う処置、手術、
歯冠修復又は欠損補綴（以下、こ
の表においては「処置等」とい
う。）が必要な場合であって切削
器具及びその周辺装置等を訪問先
に携行して必要な処置等を行った
場合には、処置等のうち主たるも
のの所定点数に加算する。ただ
し、１又は２のいずれかに限り加
算する。

　歯科訪問診療料を算定した場合
は、初・再診料は算定しない
【周辺装置加算】
１　エアタービン及びその周辺装置

○○○点　
２　歯科用電気エンジン及びその周
辺装置　　　　　　　　○○○点
注　著しく歯科診療が困難な障害者
（在宅患者等急性歯科疾患対応加
算（仮称）を算定する患者を除
く。）に対して歯科訪問診療を行
った場合において、切削を伴う処
置等が必要な場合であって切削器
具及びその周辺装置等を訪問先に
携行して必要な処置を行った場合
には、処置等のうち主たるものの
所定点数に加算する。ただし、１
又は２のいずれかに限り加算す
る。

【在宅患者等急性歯科疾患対応加算
（仮称）】
　歯科訪問診療を行うに当たって、
切削を伴う処置、手術、歯冠修復又
は欠損補綴が必要な場合に即応でき
るよう切削器具及びその周辺装置を
常時訪問先に携行している場合に所
定点数に加算する。
　イ　１回目　　　　　○○○点
　ロ　２回目以降　　　○○○点

（参考）医療法により規定されている歯科診療に係る主な事項
○医療安全管理者を配置していること
○医療事故防止、院内感染防止及び歯科診療時の偶発症等緊急時の対
応に係る医療安全マニュアルを作成していること

○医療事故報告及びヒヤリ・ハット事例を収集し、保管していること
○医療機器保守点検チェックシートを作成し、記録・保管しているこ
と

○医薬品管理シートを作成し、記録・保管していること
○毎年１回の医療安全に係る従事者の研修を実施し、研修会報告書を
作成・保管していること

（11）
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